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 貴職におかれましては、日頃から労働者・国民の権利を守るための行政運営を推進していただ

いていることに敬意を表します。 

 現在、職場における各種のハラスメントが深刻な状況になっていますが、ハラスメントは人権

侵害であり、どのような場面でも許されるものではありません。 

厚生労働省がとりまとめた「都道府県労働局へのハラスメントに関する相談件数の状況」（2024

年第 73回労働政策審議会雇用環境・均等分科会資料）によれば、パワーハラスメントにかかる相

談件数が年々増加しているとともに、他のハラスメントにかかる相談も依然として高い水準とな

っています。また法務省が発表している「令和 6年における『人権侵犯事件』の状況について（概

要）」でも、「パワーハラスメントなど『労働権関係』の事案が増加し、最多となった」とされてい

ます。こうした結果、2024年度の労災請求は 3780件で過去最多となり、過労死全体の労災認定

件数が 1304件と過去最高を記録しています。その中でも、とりわけうつ病などの精神障害で 1055

件（うち自殺・自殺未遂が 88件）と初めて 1千件を超えるなど顕著な増加傾向となりました。 

ILOで 2019年 6月 21日に採択された「「仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関

する条約」を日本政府として批准するよう求め、2026年の第 217回通常国会で「「職場でのあらゆ

る暴力とハラスメントをなくすために ILO 第 190 号条約の批准を求める国会請願署名」（5 万

6000 筆超）を提出するとともに、労働施策総合推進法にかかる国会審議では 5月 29日に行われ

た参議院厚生労働委員会で参考人として意見を述べるなどの取り組みを重ねてきました。その結

果、附帯決議ではカスタマーハラスメント対策の検討・実効における労働組合の関与など一定の

前進面もありましたが、私たちが掲げる要求である ILO第 190号条約の批准には至りませんでし

た。 

 私たちが昨年末から 3 月にかけて取り組んだアンケートの回答や全労連の労働相談センターの

窓口には「何も変わらない、ひたすら耐えている」「対象者が退職した」「加害者側の処分を徹底

してほしい」といった声が寄せられるなど、依然として職場におけるハラスメントの深刻な実態

が明らかになっています。憲法では労働者には基本的人権をはじめ個人の尊重や生存権、勤労権、

労働基本権などが保障されており、安全で安心して働ける職場環境を確保することは国の責務で

すが、ハラスメントに関わる法律・規則が現在のままでは問題を完全に解決できません。したが

って、職場からあらゆるハラスメントを根絶するために ILO第 190号条約の批准と包括的にハラ

スメントと暴力を禁止する罰則規定付きの法律を制定することが求められています。 

 貴職におかれましては、私たちの要望を真摯に受け止め、下記の事項について履行されるよう

強く求めます。 

記 

 

１．ILO第 190号条約を批准すること。当面、現行の各法律についてもハラスメントの定義を明

確にし、あらゆるハラスメントについて基本的人権を侵害する行為として明確に位置づける改

正を行うとともに、相談窓口の充実など行政体制を確保すること。 

 

２．職場からあらゆるハラスメントと暴力をなくすため、包括的にハラスメント・暴力を禁止す

る罰則規定付きの法律を制定すること。 

以上 


